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研究成果の概要（和文）：災害による被害低減を図る戦略を地域レジリエンスの強化という方向でとらえる動きが世界
的に見受けられ、これに応じた防災組織体制の構築が課題である。災害の「被害抑止→事前準備→応急対応→復旧・復
興→被害抑止→……」のフェーズとサイクルに対応して、被害抑止～災害直後の被害低減には、地域の自律分散的活動
を保障する地区防災計画が重要であり、自治体内の地区を基礎とした住民組織の構築と訓練が不可欠である。このフェ
ーズ以降、市町村・都道府県・国というレベルを異にする主体間の連携・協働による対応が重要であり、実効的な連携
のためインシデント・コマンド・システムに倣う統一的組織・規格・命令系統・体制整備が求められる。

研究成果の概要（英文）：Strategies to reduce the damages by disasters are envisaged in the direction to 
strengthen disaster local resilience. It is a challenge to build a legal system on disaster prevention 
organization. In response to the phase and the cycle of disaster, "mitigation → preparation → response 
→ recovery → mitigation →… " , to reduce the damage immediately after the disaster, an autonomous 
separated activities of communities are important. Community disaster prevention plan should ensure this 
autonomous activity of the communities. And it is essential to build the residents organization and train 
them. Following this phase, the response by collaboration and cooperation between municipalities, 
prefectures and nation are important. Cooperated responses are possible only after these sectors have 
common unified codes of command, standards and organization like Incident Command System of United 
States.

研究分野： 公法学
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１．研究開始当初の背景 
国連の国際防災戦略（ISDR）の災害統計

によれば、地災害、生物災害、風水害のいず
れも世界的規模で 1980 年代以降、自然災害
の発生件数の顕著な増加がみられる。日本に
おいても、阪神・淡路大震災以降、大地震だ
けをみても 2、3 年に１度の頻度で連続的に
発生している。これら地震等の自然事象によ
る人命と財産に対する被害を最小限にとど
める減災をはかるために、公法学からの対応
に限っても多様な課題への対応が求められ
る。 
本研究では、高い確率で発生が予想されて

いる大規模地震災害における被害の最小化
をめざして、主に行政法の観点から、災害フ
ェーズ（予防・応急対応・復旧・復興）に対
応する市町村よりも狭域の地を基礎とした
防災組織体制の構築と災害フェーズの展開
に応じて広域の都道府県および国による連
携支援体制を構築することを法政策的に提
言しようとするものである。災害対策基本法
上、第一次的に住民の生命、身体および財産
を災害から保護する責務を負うのは市町村
とされているところである。しかし、自然災
害による被害発生は市町村より狭域の地域
的現象ということができ、災害の徴候に対応
した住民の避難誘導等の被害回避措置や被
害発生後の復旧・復興の課題等も狭域の地域
レベルでの住民による自律的対処が必要で
ある。市町村に第一次的責務を課す災害法制
の下で、このような狭域レベルでの自律的災
害対応を可能とする組織体制の構築につい
ては従来、自主防災組織の問題が論じられて
きたが、予防・応急対応に限定して論じられ
てきた。他方、これまでの災害法制研究の知
見として、現行災害法制の体系における復
旧・復興にかかる法制度の不備が指摘され、
被災者の生活再建に至るまでの施策の限界
と法規定整備の必要が主張されてきたとこ
ろである。本研究は、予防・応急時に止まら
ず、復旧・復興のフェーズをも通じて、地域
を基礎とする組織体制の構築が災害フェー
ズ全体を通じた減災の実現には必要である
と考え、災害対策組織体制の編成、地域防災
計画の策定、復旧・復興計画の策定等のプロ
セスにおいてもこの地域の災害対策組織を
基本単位とした再編成が必要であり、そのた
めの課題の分析が必要であると考えている。
市町村の災害復興計画の法的根拠付けを含
めて災害からの復旧・復興のための法整備に
際しても地域主体の復旧・復興計画策定の保
障は重要な課題であると考えられる。被災市
町村への広域支援体制も市町村の第一次的
責務を基本にこれへの広域的支援体制とし
て考えられてきたところであるが、狭域の地
域を基礎とした災害対応組織体制を基本と
する場合に、都道府県 および国とそれらと
の関係やそれら地域組織と市町村との関係
についても検討すべき課題が生じることと
なりそれらを明らかにすることも重要な課

題である。 
 
２．研究の目的 
本研究においては、日本の地域防災計画策

定過程およびドイツおよびアメリカの防災
に関する計画の策定・改定の手続過程の調査
および災害対策組織の体制に関する比較法
研究を通じて、地方自治体より狭域の地域単
位での災害対応に関する各国の法制上の特
質を明らかにし、これらの調査・検討によっ
て、研究期間内に、今後想定される大規模災
害に備えて被害最小化を図ることをめざし、
予防・応急対応・復旧・復興のフェーズ全体
を通じて、地域を単位とした住民による自律
的対応を可能とする防災組織体制、地域住民
による防災計画の策定、復旧・復興計画の策
定を可能とする体制を基本に、それを市町村
と広域的に都道府県・国が連携して支援する
組織体制を構築することを法政策的に提言
するとともにその実現のための法制上の課
題を解明することを目的とする。 
 
３．研究の方法 
 本研究では、(1)国内の地方自治体の現地
訪問による被災自治体担当職員および住民
自治組織への聞き取り等を通じて、地域防災
計画および地区防災計画策定上の課題や、地
域の防災組織等の課題等を実証的に明らか
にするとともに、(2)ドイツおよびアメリカ
合 
衆国とその諸州における地域の防災計画と
地域住民による対策組織のあり方について、
現地訪問による担当職員等の聞き取りと資
料収集を行った上で比較法分析を行う。
(3)(1)(2)の調査・研究を踏まえて、市町村
に災害対応の第一次的責務を課している現
行の災害対策基本法を中心とする災害法制
を、地域を基礎とした体制に転換することを
法政策的に提言するとともにそのための法
制上の課題を明らかにする。 
 
４．研究成果 
(1)国連の国際減災戦略およびアメリカ合衆
国連邦政府の防災政策において、災害による
被害の低減を図る戦略の重点は重要社会基
盤施設の防御を中心とする防災対策から、災
害に対する地域のレジリエンスの向上を図
ることに重心を移しつつある。アメリカ連邦
レベルにおいては、ハリケーン・カトリーナ
によるメキシコ湾岸地方への被害以降、地域
社会における災害に対するレジリエンスの
強化を図る方針へと基本的な方向性を転換
してきている。地域のレジリエンスという概
念自体は多様に理解され、アメリカの政府文
書等においても必ずしも統一的定義が行わ
れているわけではないが、主として災害によ
る被害に対する個人・地域の適応力や被害か
ら立ち直る力、および地域コミュニティが災
害に適応する過程と理解し、個人やコミュニ
ティにおいてこれらの力を平常時から備え、



高め、被害抑止～応急対応のフェーズにおけ
る被害の低減を図ることを重視する見方が
示されている。 
また、アメリカ連邦政府が地域のレジリエン
スを、地域の知識と経験および地域の事情に
対処する柔軟性を認める最も重要な戦略と
位置づけていることに対して、従来連邦緊急
事態庁（FEMA)を中心とする集権的な連邦政
府による災害対策と矛盾し、両者がその意義
を相殺するかのようにみえることを指摘す
る見解もある。しかし、災害の「被害抑止→
事前準備→応急対応→復旧・復興→被害抑止
→……」のフェーズとサイクルとの関係で、
地域、住民組織や NPO 等の団体と地方自治体
および国等との役割分担という視点から両
者の関係を整合的に理解し、多層の防災シス
テムを構築する可能性があり、地域レジリエ
ンスの概念を、従来の防災対策において相対
的に重視されてこなかった地域社会自体の
災害への対応力や対応過程の向上を問題化
する意義を有するものととらえ、地域レジリ
エンスの強化という観点に対応した防災組
織体制と法制度を構築していくことが課題
とされるべきである。 
(2)地域の災害に対するレジリエンスを高め
る上で、災害が地域的な特質を有することや
災害発生直後に救命・救助活動を期待できる
のは自身と近隣地域に居住する人々に限ら
れることなどから、地域の自律した分散的な
対応を可能とする組織と防災計画とが必要
である。これらは、被害抑止～応急対応のフ
ェーズにおける被害低減を図ることに通じ、
自治体内の小学校区・中学校区等の狭域の地
区を基礎とした住民組織の構築が不可欠で
ある。併せて、地域の災害特性を踏まえて、
地域ごとに地域の住民が自律的に応急的救
助・対応活動を行える条件を地区の防災計画
で定めることが重要である。日本の災害対策
基本法でも「地区防災計画」として「地域防
災計画」の一部として定められたところであ
り、北海道石狩市においては地区計画の制度
化前に「中学校区」を単位とする実質的な「地
区」防災計画を、住民の参加を得て定めた。
また、深刻な津波被害が予測されている高知
県黒潮町においては地域防災計画の改定の
過程で、地区防災計画としてではないが、地
区住民において個々の災害時要援護者に関
する援護者や避難方法・経路等を明らかにし
た「避難カルテ」の作成が行われている。地
域・地区単位での計画策定過程において、地
区の人的・物的資源、地理的、地質的等の条
件等が確認されることを通じて、策定の過程
自体が地区のレジリエンスを高めていると
みることができるとともに策定された計画
は「事前準備→応急対応」のフェーズにおけ
る被害の低減に資することでレジリエンス
を高めるものといえる。 
(3)地域・地区のレジリエンスを高める上で
は、地区住民による共助組織の構築が不可欠
であるが、組織が実効的に災害時に機能する

ためには災害時以外での稼動と活動内容に
かかわる研修と訓練が必要と考えられる。こ
の点で、アメリカ・ニューヨーク市の CERT
（コミュニティ緊急対応チーム）のあり方が
参照されうる。CERT は、災害について近隣住
民・コミュニティについて事前準備を助ける
ボランティアの集団であるが、市の危機管理
部の外郭団体と位置づけられているところ
であり、また参加者には市の予備警察官とし
て登録をしている者も相当数ある。自治会
（コミュニティボード）の区域ごとにチーム
が編制されており、その活動が自治会の仕事
に組み入れられている場合もあるなど自治
会の活動とも連携している。注目されるべき
は、その研修訓練体制であり、構成員は、緊
急事態や災害についての意識を高め、火災安
全、捜索・救助、災害医療業務、および交通
整理のために必要な基本的な対応の技術を
に関して週 3時間、10 週間の訓練プログラム
が基本プログラムとして受講を義務付けら
れているほか、さらに任意で受講可能な訓練
プログラムも用意されている点である。災害
時の対応に必要とされる知識や技能の修得
への配慮が住民組織による実効的な活動に
は求められる。 
 また、ドイツにおいても民間災害救援組織
の役割は重要であり、名誉職救護活動として、
技術支援隊、消防団、民間災害救援組織が活
動しており、懸賞制度、参加の法的な強化等
が試みられており、日本での住民・民間団体
の組織化・強化等の参考とされるべきである。 
(4)災害直後の応急対応以降のフェーズでは、
広域的な自治体間連携、市町村・都道府県・
国という異なるレベルの主体による支援が
必要である。支援先では、支援主体と支援を
受ける主体とが連携、協働して対応すること
により被害の拡大を防止し、復旧・復興につ
なげることが重要である。これらのセクター
が有効に連携することが被害規模の拡大を
防止することに通ずる。このような実効的な
連携・支援を可能とする前提として、アメリ
カの連邦政府において確立されてきたイン
シデント・コマンド・システム（ICS)に倣っ
た統一的組織・規格・命令系統・体制整備が
求められる。ICS は、危機管理組織のあり方
に関わり、生じる危機の種類や規模にかかわ
らず、関係するすべての組織が標準的な危機
対応体制を共有し、危機対応に必要とされる
5 つの機能をもつ集合体としてとらえられて
おり、危機の規模等に応じて、組織の規模を
拡大縮小することで、災害も含めたあらゆる
組織に対応できる組織運営を可能とするシ
ステムである。自治体の自治組織権を前提と
するときに主体の別を問わない標準的な組
織体制を主体の別を問わずに整備するには
なお課題があるがこのような標準化された
組織体制が整備されることで連携・協働した
対応が可能となり、多層の防災体制が構築で
きる。 
(5)災害対策および防災にかかる法制度や組



織体制は、大規模災害の発生のたびに見直さ
れ、充実が図られてきたところであるが、本
研究によって得られた上記の(4)までの知見
は、災害対策法制の見直しだけではなくその
運用上にも意義があると思われる。例えば、
災害対策基本法の改正によって導入された
「地区防災計画」の制度について、その意義
を明らかにするとともに、その策定過程自体
に意義があり、住民の参加の保障が重要であ
ることを明らかにしている。本研究の成果は、
地域レジリエンスの概念を明らかにすると
ともに、今後発生が予想される大規模な災害
等に備えて地域のレジリエンスを高めて、被
害を低減させる方向性を示すことができた
と考える。今後さらに、アメリカおよびドイ
ツの調査結果に基づく比較法的検討を進め
ることで、日本の災害対策法制上の課題の解
決に資することになると考える。 
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